
 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県では、令和 2年度より、難病指定医研修をオンライン化しています。 

受講希望の方は、「対象者」の内容を御確認の上、メールでお申し込みください。 

 

 

○ 対象者 

難病指定医指定等の状況 研修受講の要否 

診断又は治療に５年以上従事した経験
があり、難病指定医の指定を受けたい
が、厚生労働省が指定する専門医の資
格を持っていない。 
 

本研修の受講が必要です。 

現在、研修受講要件で難病指定医の指
定を受けている。 
 
（指定医番号が、「０７T・・」で始まる
番号である。） 

指定を受けている期間内（５年に１回）、 
本研修を受講する必要があります。 
 
※難病指定医の更新申請に修了証の写が
必要です。 

 

現在、専門医要件で難病指定医の指定を受け

ている。 

（指定医番号が、「０７S・・」で始まる番号

である。） 

 

本研修の受講の必要はありません。 

 

ただし、専門医の資格を更新していない場合は、 

本研修を受講していただくことで難病指定医の

更新が可能です。 

 

診断又は治療に５年以上従事した経験があ

り、今後、難病指定医の指定を受けたく、厚生

労働省が指定する専門医の資格を持ってい

る。 

本研修の受講の必要はありません。 

（専門医の資格で、難病指定医の指定申請をす

ることができます。） 

 

 

 

受講無料 

裏面もご覧ください 



○ 受講の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ・お申し込み先】 

福島県保健福祉部障がい福祉課 難病担当  

 

Mail：nanbyoushiteii@pref.fukushima.lg.jp 

電話：024-521-7237  

  
 

受

講

者 

福島県 

障がい福祉課 

① 専用メールアドレスに研修受講申込書を添付し提出します。 

② 内容確認・ユーザー情報登録後、受講通知書、受講マニュアル
をメールでお送りします。 

オンライン研修 

システム 

（厚生労働省運営） 

各保健福祉事務

所、障がい福祉

課（中核市のみ） 

③ オンライン研修システムにアクセスし、ユーザー登録を行い

受講します 

④ 受講が完了すると、修了証が発行されます。 

⑤ （新規に指定を受ける場合）修了証を添付して難病指定医

指定申請をします。 

※更新の場合は、指定医更新申請書に修了証を添付します。 


